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書こう、話そう、あなたの人生のこと。

書き方

あなたはこれまで、どんな人生を歩んできましたか？
これから、どんな人生を歩んでいきたいですか？
自分の望む人生を、最後まで自分らしく歩むために。

必要なことや、考えをまとめるお手伝いをするのがこの冊子の役割です。
ご自身やご家族のこと、財産、もしもの時のこと……

テーマに沿って書きすすめるうちに、思いを自然と整理できるようになっています。
また、書いたことを元に、家族やかかりつけ医など周囲の人としっかり話し、

理解してもらうことも、最後まで自分らしく生きるためにはとても大切なことです。
これからやりたいこと、行きたい場所、会いたい人を思いつくままに書いてください。

さあ、ペンを取って、あなたらしい人生について考えてみましょう！

まずは好きなページから気軽に書きはじめましょう。
必要だと思うページを選んで書いても良いでしょう。
何度書き直しても大丈夫です。その際は、更新日を記入しましょう。
定期的に振り返り、状況に応じて修正してください。
写真を貼る、資料をはさむ等、自由にお使いいただけます。
家族と相談しながら書いても良いでしょう。
ノートの存在を誰かに伝え、保管場所を明らかにしておきましょう。

●
●
●
●
●
●
●

ゆっくりと楽しみながらあなたの思いを書いてください。
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名　前

フリガナ

大正

昭和

平成
年 　　月　　日

生年月日

住　所 〒　　　　-

本　籍

市・区
郡

都・道
府・県

電話番号

携帯電話番号 （　　　　　           ）　　　　　　　　  -　　　　　　　　  

メールアドレス

携帯電話

パソコン

＠

＠

わたしのこと

青春時代 その他の時代

職歴学歴

これまで住んだ家・場所 大切な思い出

　年　  月　  日記入日わたしの基本情報

　年　  月　  日記入日おもいで・あしあと第 章11
幼少期誕生時誕生時 ※例：名前の由来等

☎ （　　　　　           ）　　　　　　　　  -　　　　　　　　  

内容 ID パスワード

※他人に見られると不正アクセスの可能性もありますので、管理には十分に注意してください。

●パソコン・オンライン口座等の情報
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　年　  月　  日記入日今のわたし

好きな本・映画好きな本・映画

趣味・特技趣味・特技 好きな食べ物好きな食べ物

好きな花好きな花 好きな音楽好きな音楽

宝物・コレクション宝物・コレクション

これからやりたいこと・行きたい場所・会いたい人

4

P04 P05(広告)



●かかりつけの病院

病院名･科

電話番号

医師名

病　名

●健康保険証

●その他 証明書等の有無

種類：

＊

＊

＊

介護保険証 有 ・ 無

有 ・ 無

保管場所：

番号：

病院名･科

電話番号

医師名

病　名

病院名･科

電話番号

医師名

病　名

保管場所：

保管場所：

（ ）

　年　  月　  日記入日健康状態

メモ ※書き足りないこと等を自由にお書きください。
いつも飲む薬いつも飲む薬 ※お薬手帳を参考にしてお書きください。

障害者手帳等

その他

身障 　　　　　療育 　　　　　精神 　　　　　難病

※主治医にチェック　 を入れてください。

アレルギー等 気をつけることアレルギー等 気をつけること

※チェック　 を入れてください。

☎ （　　　　　           ）　　　　　　　　  -　　　　　　　　  

☎ （　　　　　           ）　　　　　　　　  -　　　　　　　　  

☎ （　　　　　           ）　　　　　　　　  -　　　　　　　　  
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もしもの時は

　年　  月　  日記入日病気の時は

　年　  月　  日記入日介護が必要な時は

●告知について

病名・余命を告知してほしい

家族等に任せる

病名のみ告知してほしい

その他

●延命治療について

可能な限り延命治療を受けたい

苦痛を少なくすることを重視する

回復の見込みがなければ
延命治療を希望しない
その他

●終末期医療について

自宅で過ごしたい

ホスピスで過ごしたい

病院で看護を受けたい

その他

●臓器提供・献体について

臓器提供意思表示カードを
持っている
献体の登録をしている

その他

臓器提供・献体を希望しない

●私が判断できない時は

私の治療方針については、

の意見を尊重して決めてください。

登録先：

名前： 続柄： 連絡先：

●介護をお願いしたい人

配偶者

子ども

その他

●介護してほしい場所

●介護の費用

名前：

名前：

名前： 関係：

名称・場所等：

なるべく自宅を希望する

病院・施設

お任せする

私の預貯金や年金等でまかなってほしい

用意してある

その他

保管場所等：

第 章22

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。 登録しておくと、安心！ ～加須市終活支援事業のご案内～登録しておくと、安心！ ～加須市終活支援事業のご案内～

●終活情報登録支援事業
意思表示できなくなったときや自身の死後に備え、御友人や御家族の連絡先などを
予め市へ登録しておくことができます。もしもの時には、警察や医療機関、登録した
緊急連絡先等からの照会に対し、御本人に代わり加須市から登録情報をお伝えする
ことができます。

●エンディングプラン・サポート事業
頼れる身寄りがなく、御自身の葬儀や納骨に不安を持たれる方が、安心して葬儀や
納骨の生前契約を締結できるように加須市がお手伝いします。（ご利用には一定の
要件がございますので、下記までお問合せ下さい。）

問合せ 加須市福祉部 高齢介護課 地域包括ケア担当
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　年　  月　  日記入日判断能力が低下した時は

●財産管理などをお願いしたい人

エンディング第 章33

●葬儀の場所・規模　

●喪主について

お任せする 希望がある

その他

任せたい人

●遺影

お任せする 用意してある

保管場所：

名称・場所・規模（出席者）等：

その他

●葬儀の費用

私の預金や年金等でまかなってほしい (※ ) 用意してある

保管場所等：

　年　  月　  日記入日葬儀について

※預金凍結中は引出しができませんが、一定の範囲内であれば、相続人単独で
　預貯金の払い戻しを受けることができます。

※チェック　 を入れてください。

配偶者

子ども

その他

名前：

名前：

名前： 関係：　　　　　　　

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

●香典

いただく 辞退する

任意後見制度（※１）

日常生活自立支援事業（※2）

特にない
●供花

いただく 辞退する

※チェック　 を入れてください。

●葬儀の形式

宗 教・宗 派

認知症等で判断能力がないとみなされると、福祉サービスの利用や行政手続きの
他、預貯金の引き出しや不動産の売却等の、資産管理や活用ができなくなってしま
います。家族も資産を動かすことができないので、「いざというときは家族に任せ
よう」と考えて何も対策をしないでいると、思わぬトラブルにつながることがありま
す。もしもの時に備えて資産の管理方法を決めておきましょう。

●財産管理をお願いする場合に利用したい制度 ※チェック　 を入れてください。

民事信託（※3）

法定後見制度（※１）

財産管理委任契約

※1 成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)について

＊法定後見制度・・・本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年
後見人等が本人を法律的に支援する制度

＊任意後見制度・・・本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や
将来その方に委任する事務（本人の生活、療養看護及び財産管理に関する
事務）の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意
後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度

(法務省ホームページ「成年後見制度・成年後見登記制度」より抜粋)

判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

(厚生労働省ホームページ「日常生活自立支援事業」より抜粋)

※2 日常生活自立支援事業について
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち
判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との
契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

※3 民事信託について
営利を目的とせず、資産の管理を家族や親族等の信頼できる人に託す制度です。
弁護士や司法書士、行政書士等の専門家へご相談ください。

※チェック　 を入れてください。
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　年　  月　  日記入日供養について

　年　  月　  日記入日遺言書について

●供養の方法

●供養にかかる費用

私の預金や年金等でまかなってほしい (※ )

用意してある

その他

保管場所等：

●遺言書の有無

作成していない

自筆証書遺言 作成日：

作成日：

作成日：

作成している 保管場所：

※チェック　 を入れてください。

※チェック　 を入れてください。

一般墓地 樹木葬永代供養

希望なし

納骨堂

その他

名称･場所等：

公正証書遺言

その他

　年 　  月 　  日

　年  　  月 　  日

　年  　  月 　  日

※預金凍結中は引出しができませんが、一定の範囲内であれば、相続人単独で
　預貯金の払い戻しを受けることができます。

※公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをとってください。
　封がされている場合は家庭裁判所で開封してもらいましょう。
　ただし、自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日～)により、法務局に保管
　してある自筆証書遺言は、検認手続きの必要はありません。

作成している場合は、以下種別のいずれかにチェック

※チェック　 を入れてください。
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　年　  月　  日記入日もしもの時の連絡先リスト

　年　  月　  日記入日渡したいもの

住 所 ･ 電話番号 備  考

＊ 品名：

＊

＊ 名前： 関係：

＊

何を

保管場所

誰に

連絡先

＊ 品名：

＊

＊ 名前： 関係：

＊

何を

保管場所

誰に

連絡先

名前（フリガナ） 関 係

大切な人たち第 章44

　年　  月　  日記入日家族・親族

ペットのこと

※わかる範囲で書いてみましょう。
※自分の出生から現在までの
　戸籍を用意しておくと良いでしょう。

孫 孫 孫

子

孫 孫 孫

子

父
方
祖
父

父
方
祖
母

《子と子の配偶者》

《おい・めい》 《おい・めい》

《義理の兄弟》

《母方のおじ･おば》

配偶者

義父 義母母父

自分

《父方のおじ･おば》

母
方
祖
父

母
方
祖
母

孫 孫 孫 孫 孫 孫

子 子

《わたしの兄弟》

※ペットの引き取りをお願いしたい場合は、事前に相手に依頼しておきましょう。飼育費用を信託する、
　ペットのための信託もあります。司法書士や弁護士など、専門家に相談してみると良いでしょう。

ペットの種類

生年月日 性別

私にもしものことがあったら

犬  ・  猫  ・  その他

わたしの
家系図

かかりつけの
動 物 病 院

※例：○○さんに引き取ってもらいたい 等

名前

（　　　　 　　　　）

☎（　 　 　　）　 　　　 -

〒　　-

（　　　　 　　　　）

☎（　 　 　　）　 　　　 -

〒　　-

（　　　　 　　　　）

☎（　 　 　　）　 　　　 -

〒　　-

（　　　　 　　　　）

☎（　 　 　　）　 　　　 -

〒　　-
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　年　  月　  日記入日家族・親族へのメッセージ

　年　  月　  日記入日友人・お世話になった方へのメッセージ

　　　　　　　　　　　　　　さんへ メッセージ　（続柄/　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　さんへ メッセージ　（続柄/　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　さんへ メッセージ　（関係/　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　さんへ メッセージ　（関係/　　　　　　　　）

財産について第 章55

　年　  月　  日記入日資産と負債

所在地 名義人 持ち分 備　考

金融機関名 支　店 金　額 備　考

名　称 内　容 保管場所等 備　考

■ 

不
動
産

■ 

預
貯
金

■ 

そ
の
他
の
資
産
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借入先 金　額 返済方法 備　考

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

名　称 番号・記号等 備　考

■ 

借
入
金
・
ロ
ー
ン

■ 

生
命
保
険
・
損
害
／
傷
害
保
険

■ 

公
的
年
金

■ 

個
人
年
金・企
業
年
金

第 章66　年　  月　  日記入日資産と負債

空き家を“負（不）動産”にしないために！空き家を“負（不）動産”にしないために！

住宅をお持ちの
みなさまへ

「空き家問題」とよく言われますが、空き家自体が問題なわけではありません。
問題なのは、空き家を適切に管理せず放置していることが問題なのです。そのような状態で
いると、建物の資材が落下したり、風で飛ばされたり、また植栽が敷地を超えて繁茂したり
することで、周囲へ危害を及ぼす結果になりかねません。空き家をこのような“負（不）動産”
にしないために今のうちから対策を検討していきましょう。

●成年後見制度
所有者の判断能力が十分でなくても成年後見制度を利用することで、空き家の売却をする等、所有者本人の
代わりに住まいに関する契約、銀行との取引、各種費用の支払い、年金の受給等、様々な財産管理や手続き等
のサポートを行う制度です。

●相続登記
２０２４年４月１日より、相続登記が義務化されました。相続登記をせずに相続を重ねていくと、だれが所有者か
わからなくなってしまい、売買等の手続きができなかったり等、様々な問題がでてきます。
そうなる前に、また今後の世代が困らないように、所有する物件の登記を行っておきましょう。

その他 成年後見制度、相続登記、住まいのエンディングノートについて

市ホームページ
●住まいのエンディングノートの活用
加須市のホームページでは、住まいについての活用方法や気持ちを整理できるよう
「住まいのエンディングノート」を掲載しております。
空き家を適切に管理せずに放置してしまうと、状態が悪化し資産価値が下がるほか、
近隣の方々の暮らしに悪影響を及ぼしてしまいますので、ご自身や相続したご家族等
が空き家問題で困らないように、住まいの将来について考えてみましょう。

●加須市シルバー人材センターの空き家等の適正管理（有料）
加須市では、加須市シルバー人材センターと安全安心な生活確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的
として、空き家等の適正管理に関する協定を締結しております。

●サービス内容
空き家等の所有者等との契約により除草、清掃作業、植木の剪定、立木の伐採や枝下ろし、小修繕等を行います。

管理を頼みたい 空き家管理事業者の利用

●空家バンク
空き家を誰かに使ってもらいたいと考えている方は、「空家バンク」がおすすめです。「空家バンク」とは、空き家の
売却や賃貸を希望する場合に、市ホームページに空き家情報を掲載し、空き家を利用したい方に提供する制度です。
使われる予定が無かった空き家が新たに利用されれば、地域の活性化にも貢献できます。

使ってもらいたい 空家バンクの利用
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所在地 TEL担当地域 高齢者相談センターの名称

☎0480-65-6936加須市水深811-2加須・大桑・水深
高齢者相談センター 愛泉苑

加須・大桑・
水深地区

☎0480-63-0011加須市平永142不動岡・礼羽・志多見高齢者
相談センター みずほの里

不動岡・礼羽・
志多見地区

☎0480-53-6557加須市大越1933三俣・樋遣川・大越地区高齢者
相談センター 利根いこいの里

三俣・樋遣川・
大越地区

☎0480-70-0035加須市上崎2037-1騎西高齢者相談センター 
多賀谷寿光園騎西地域

☎0280-23-1133加須市陽光台
2-883-78

北川辺高齢者相談センター 
加須清輝苑北川辺地域

☎0480-78-1652加須市新川通
181-3

大利根高齢者相談センター 
ふれ愛の郷大利根地域

最近隣の家にみかけない
人が出入りしている…
悪徳商法かも

加須市
高齢者相談センターのご案内第 章77

介護や医療の相談って
どこにしたらいいの？

要介護認定
のことで
相談したい

認知症とかで
判断能力が低下したら

どうしよう

困ったときは...
高齢者相談センターにご相談を！

お住まいの地域の高齢者相談センター

あの家のおばあちゃん
迷子になってたの。
認知症かしら？

●開所時間　8:30～17:15　●定休日　土日祝、12/29～1/3
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